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医療従事者の睡眠と健康不安について：アンケート調査に基づく分析

社会医療法人親仁会 米の山病院 小児科 後藤康平

【背景・目的】 

第 回人間らしく働くための九州セミナー 大牟田でエッセンシャルワーカーを対象に
労働環境や満足度を明らかにするため現地実行委員会でアンケート調査を行った。同アン
ケート調査はエッセンシャルワーカーとして医療・建設・介護・公務、その他の職種を対
象に 月 月 日～ 月 日に実施した。調査の結果として以下のことが示された
①エッセンシャルワーカーが仕事の重要性、仕事量、質に対して給与・休暇の面で十分に
恩恵を受けられておらず満足度も低い。
②多数の健康不安を抱えて働くエッセンシャルワーカーが存在している。
③エッセンシャルワーカー内でも性別・職種による給与格差がある
上記の結果から特に医療職を取り上げて解析し、健康に関する報告を行う。

【方法】
前述のアンケート結果から医療職の結果を抽出した。抽出したデータについて、性別、睡
眠時間、および健康不安（健診異常の有無）の関連性を中心に記述統計および統計的検定
を用いて解析した。

【結果】
睡眠時間が 時間の集団は男性で ％（ ）、女性で ％（ ）と女性で高
い傾向がみられたが統計学的有意差はなかった（ ： ）。睡眠時間と健診異常の関連
では 時間未満の睡眠群では ％（ ）に対し 時間以上の睡眠群では ％
（ ）と睡眠時間が短い群に健診異常が高い傾向がみられたがこちらも有意差はなか
った（ ： ）。

【結語】
昨年のアンケート調査に基づき、医療従事者の労働実態、特に睡眠と健康不安の関係につ
いて解析を行った。統計的有意差は認められなかったものの、女性医療従事者や睡眠時間
が短い群において、健康上の課題を抱える割合が高い傾向が示された。地域医療を守るた
めには、エッセンシャルワーカーである医療従事者の適切な労働環境の整備と、潜在的な
性差を含む格差の是正が不可欠である。
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看護師・介護職員の夜勤回数の実態 

健和会本部 看護部 高崎玲子 

＜ は じ め に ＞ 病 院 看 護 師・介 護 職 員 は 、患 者 の 生 命 や 健 康 を 守 る た め 、24 時 間 365 日

患 者 の ケ ア を 行 っ て お り 、 夜 勤 交 代 制 勤 務 は 必 須 で あ る 。 し か し 、 病 院 看 護 職 員 に と

っ て 夜 勤 の 負 担 は 大 き く 、夜 勤 回 数 の 増 加 は 、心 身 の 負 担 も 大 き い 。当 会 職 員 は 20 代

も 多 く 、 近 年 妊 婦 や 子 育 て 中 で 夜 勤 が で き な い 職 員 や 心 身 的 健 康 上 の 理 由 等 か ら 、 夜

勤 が 困 難 な 職 員 が 増 加 し て い る 。 そ の た め 、 夜 勤 者 の 確 保 が 年 々 厳 し く な っ て き て い

る 。 そ こ で 、 病 院 看 護 職 員 の 夜 勤 回 数 に 関 す る 実 態 調 査 を し 、 夜 勤 状 況 の 課 題 を 明 確

に す る こ と で 、 そ の 後 の 対 策 に 繋 げ た い と 考 え 調 査 し た の で 報 告 す る 。  

＜ 当 会 の 概 要 ＞ Ａ 病 院 急 性 期 449 床 、7 対 1 看 護 体 制 、Ｂ 病 院 慢 性 期 330 床 、回 復

期 病 床・療 養 型 病 床 、C 病 院 慢 性 期 303 床 、療 養 病 床・障 害 者 病 床 、Ｄ 病 院 慢 性 期 112

床 療 養 病 床 の ４ 病 院 を 有 し て い る 。  

＜ 調 査 方 法 ＞ 2023 年 〜 2025 年 病 棟 看 護 師 ・ 介 護 職 員  約 820 名 の 夜 勤 回 数 と 夜 勤 ゼ

ロ 回 数 理 由 を 調 査 し た 。  

＜ 結 果 ＞ 2023 年 〜 2025 年 8 月 の 断 面 調 査 は 下 記 の 通 り で あ る 。 4 病 院 平 均 夜 勤 回 数

は 、 2023 年 8 月 7.625 回 、 2024 年 8 月 7.75 回 、 2025 年 8 月 8.425 回 で あ っ た 。 ど

の 病 院 に お い て も 、一 人 当 た り の 夜 勤 回 数 が 増 加 し て い る 。慢 性 期 の 2 病 院 は 、 夜 勤

の 業 務 軽 減 の た め 、 2025 年 1 月 よ り 深 夜 勤 務 を 2 名 体 制 か ら 3 名 体 制 に 変 更 し た こ

と も 大 き く 関 与 し て い る が 、 夜 勤 回 数 が 増 加 し て い る 。  

ま た 、夜 勤 時 間 ゼ ロ 時 間 の 病 棟 看 護 職 員 の 理 由 の 上 位 3 つ は 、「 夜 勤 を 遂 行 す る た め
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の 知 識 や 技 術 不 足 」 23％ 、「 妊 婦 」 21％ 、「 未 就 学 の 子 ど も あ り 」 14％ で あ っ た 。  

＜ 考 察 ＞ 直 近 3 年 間 で 看 護 師 ・介 護 職 員 の 一 人 当 た り の 夜 勤 回 数 が 増 加 し て い る 。こ

の こ と は 、 サ ー カ デ ィ ア ン リ ズ ム が 乱 れ や す く 、 ワ ー ク ラ イ フ バ ラ ン ス の 確 保 が 困 難

な 状 況 で あ る と も い え る 。近 年 、病 院 看 護 職 員 か ら 3 交 代 制 勤 務 か ら 2 交 代 制 勤 務 を

望 む 声 が 多 く 聞 か れ る よ う に な っ た 。そ こ で 、2025 年 1 月 よ り 順 次 、2 交 代 制 勤 務 に

移 行 し て い っ た 。 ２ 交 代 制 勤 務 は 、 夜 勤 時 間 が 長 時 間 で 疲 労 度 は 高 い が 、 イ ン タ ー バ

ル の 確 保 や 日 勤 夜 勤 の 入 れ 替 わ り が 少 な い こ と か ら 、現 在 も 2 交 代 制 勤 務 を 好 む 職 員

が 多 い 。 今 回 の 夜 勤 調 査 で 、 病 院 看 護 職 員 一 人 当 た り の 夜 勤 回 数 の 推 移 や 夜 勤 回 数 ゼ

ロ 職 員 の 理 由 が 明 確 に な り 、夜 勤 者 確 保 策 の 検 討 や 取 り 組 む べ き 課 題 が 明 確 化 で き た 。

今 後 も 、夜 勤 ゼ ロ 時 間 職 員 が 夜 間 働 く こ と が 出 来 る 環 境 づ く り や 、夜 勤 専 従 者 の 導 入・

一 年 目 職 員 の 夜 勤 導 入 時 期 の 早 期 化 な ど を 実 践 し 、 一 人 当 た り の 夜 勤 時 間 数 の 減 少 に

向 け て 取 り 組 ん で い き た い 。  

＜ お わ り に ＞ 今 後 、 益 々 高 齢 社 会 、 労 働 人 口 減 少 が 見 込 ま れ る 。 働 き 手 が 限 ら れ て い

く 中 、 病 院 看 護 師 ・ 介 護 職 員 が 健 康 に 働 き 続 け ら れ る よ う に 、 夜 勤 者 確 保 ・ 夜 勤 負 担

軽 減 に 向 け て 、 柔 軟 性 を 持 っ た 取 り 組 み を 進 め て い き た い 。  

＜ 参 考 文 献 ＞  

花 田 千 史 ： 看 護 2025 年 8 月 号 「 2024 年 病 院 看 護 実 態 調 査 解 説 」 40-49 

橋 本 美 穂 他 ： 看 護 2025 年 4 月 号 「 夜 勤 ・ 交 代 制 勤 務 の 負 担 軽 減 の 取 り 組 み 」 20-36 
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働きやすい

ⅠⅠははじじめめにに 

 A 病院の看護・介護職員の平均年齢は

す。家庭の事情で勤務制限が必要な職員が

トレスや準夜後の休日の充実感の少なさから

年 11 月の事前調査では、48％が

せると 85％でした。多様化した個人の生活背景に対応できるよう、

2 交替勤務を導入しました。導入にあたり、①食事休憩

日の必休、③深夜帯勤務者数を

りました。また、希望者には準夜のみ・深夜のみの

本研究では、夜勤における疲労度と勤務体制の満足度を比較分析し、より働きやすい勤務

体制について検討しました。

ⅡⅡ..研研究究方方法法 

対象： A 病院 2 階・3 階病棟の正職員

    交代制勤務に従事していない看護師（管理責任者、非常勤）は除外した。

データの収集方法：アンケート集計

ⅢⅢ..倫倫理理的的配配慮慮 

本研究は健和会看護研究倫理審査会の承認を得て実施する。個人

配慮する。 

ⅣⅣ..結結果果 

2 交替に移行後は、全職員が

働きやすい 2 交替勤務への導入と課題

健和会京町病院

病院の看護・介護職員の平均年齢は 46.7 歳で、子育て中の職員は

す。家庭の事情で勤務制限が必要な職員が 3 割を超える状況でした。また、深夜入りのス

トレスや準夜後の休日の充実感の少なさから 2 交替を希望する声も聴かれました。

％が 2 交替への変更を希望しており、どちらでも良いと合わ

％でした。多様化した個人の生活背景に対応できるよう、2025

交替勤務を導入しました。導入にあたり、①食事休憩 60 分と 2 時間の仮眠、②夜勤翌

者数を 3 名に増員、といった工夫を行い、看護師の負担軽減を図

りました。また、希望者には準夜のみ・深夜のみの 3 交替継続も可能としました。

本研究では、夜勤における疲労度と勤務体制の満足度を比較分析し、より働きやすい勤務

体制について検討しました。

階病棟の正職員 看護師 32 名 介護福祉士 11 名

交代制勤務に従事していない看護師（管理責任者、非常勤）は除外した。

データの収集方法：アンケート集計

本研究は健和会看護研究倫理審査会の承認を得て実施する。個人が特定されないように

交替に移行後は、全職員が 2 交替での勤務体制になり、準夜のみや深夜のみの勤務制

健和会京町病院 犬塚千惠美 

歳で、子育て中の職員は 6 割を占めていま

割を超える状況でした。また、深夜入りのス

交替を希望する声も聴かれました。2024

交替への変更を希望しており、どちらでも良いと合わ

2025 年 1 月より変則

時間の仮眠、②夜勤翌

名に増員、といった工夫を行い、看護師の負担軽減を図

交替継続も可能としました。

本研究では、夜勤における疲労度と勤務体制の満足度を比較分析し、より働きやすい勤務

名

交代制勤務に従事していない看護師（管理責任者、非常勤）は除外した。

が特定されないように

交替での勤務体制になり、準夜のみや深夜のみの勤務制
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限を必要とする職員はいませんでした。 

職務満足度は、健康・安全・生活面で 2 交替の方が有意に高い結果となりました。 

2 交替では，「準夜後の休み、休みからの深夜入りがないこと，夜勤明けに休暇がとれ

て時間にゆとりがもてる」、「夜の出勤・帰宅がないため安全」という意見がありました。 

業務面では，「準夜で患者の状態をしっかりと把握できていることが，深夜勤務の安定

につながるため朝のラウンドがスムーズになった」という意見がありました。 

2 交替のデメリットとしては、「長時間になるため、身体への負担が大きくなること」「集

中力を維持するのが大変」などがあげられました。業務面では，「夜勤時間帯での急変や

不穏対応時には，仮眠時間の確保が困難なことがあった」という意見がありました。 

今後の勤務体制については 94％の職員が 2 交替勤務を希望していました。 

ⅤⅤ考考察察  

2 交替勤務は「疲労回復のしやすさ」「体調管理の容易さ」「生活リズムの取りやすさ」

が評価され、疲労軽減につながっていたと考えられます。夜間出退勤の負担軽減や、深夜

帯の人員増による孤立感の減少も、精神的疲労軽減に寄与していたと思われます。 

安全性については準夜深夜の申し送りがなく夜間通して患者の状態把握が出来できる

ようになり、「仕事の効率」が良くなったと考えます。一方で、2 交替の方が「夜勤中の

仮眠はとれる」ものの「活動性・注意力の低下」を有意に感じていることから、より集中

力を要していると考察されます。 

勤務体制の特徴と疲労回復の関係について、「2 交替勤務の方が 3 交代勤務より夜勤回

数および総出勤回数が少なく、勤務と勤務の間隔が長くなるため、疲労感が残りにくい」

１）と言われています。2 交替勤務は夜勤が連続せず、夜勤明けには必ず休日があり、連休

もとりやすいことから、私生活でのまとまった時間が 3 交替よりも確保できることで、仕

事との両立がしやすいと感じているのではないかと考えられます。また、3 交替では、夜

勤制限のあった 3 割の職員も、2 交替では仕事と家庭の両立が容易となり、全員が制限な

く 2 交替の夜勤が可能となっていました。3 交替では月 8～10 回だった夜勤回数が、半分

の月 4～5 回となる点も夜勤回数制限スタッフの解消につながったと思われます。夜勤可

能な職員の確保が充実することで、勤務体制の充実にも効果があったと考えます。 

2 交替勤務は、①引継回数が少ない、②深夜の交代がない、③余暇時間がまとめてとれ

る、④患者状態把握の安心感がある、などのメリットがあり満足度が増したと考えます。

デメリットとして 16 時間夜勤は、インシデントの発生リスクが増す２）と言われているよ

うに、長時間夜勤での疲労蓄積やパフォーマンスの低下をいかに回避するかの課題を解決

することが重要です。 

ⅥⅥおおわわりりにに  

夜勤や交替制勤務は人間の生体リズムに反しており、看護師に大きな負担を与える働き

方です。しかし、病棟勤務では避けることができません。 

その中で「健康的に働きながら、プライベートも充実させる」ために、多様な生活背景

に対応できる勤務体制の整備が求められます。 

慢性的な看護師不足や夜勤要員不足を打破するには、勤務形態の工夫に加え、労働時間

管理・人材育成・組織風土の改善など、取り組むべき課題を見出し対策していきたいと思

います。 
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医療現場における夜間労働 
 

福岡医療団労働組合 
報告者 副執行委員長 品川泰弘 
共同報告者 書記長 松尾沙緒理 

 
１１．．医医療療現現場場ににおおけけるる夜夜間間労労働働のの現現状状－－日日本本医医労労連連夜夜勤勤実実態態調調査査よよりり  
 医療・介護現場では、患者の安全を守るため、交替制勤務となっており、夜勤・長時間労働の実
態があります。ここでは日本医療労働組合連合会がおこなった「2024 年度夜勤実態調査」より、現
在の医療現場における夜間労働の現状について把握する。本報告では、特に入院部門の夜間労働に
ついて着目をする。 
１）日本医労連「2024 年度夜勤実態調査」の調査概要 
 調査時期：2024 年 6月～9 月末（2024 年 6月度勤務実績での調査） 
 調査対象：日本医労連加盟組合（単組、支部、分会）のある医療機関で 24 時間交替制勤務を行

っている施設 
 集約数：350 施設・2,594 職場における看護職員 96,583 人、看護要員 120,203 人分を集約 
２）夜勤形態 
 8 時間以上の長時間勤務となる「２交替」病棟の割合は、50.7％で過去最多となっており、2023
年度比で 2.3 ポイント上昇しています。この間、8 時間以上の長時間勤務となる「2 交替」職場は増
加傾向にあります。また、「16 時間以上」の長時間夜勤は、「2交替」職場のうち、病棟数の 51.3％
（昨年度 50.0％）、看護職員数の 49.4％（昨年度 48.1％）と、昨年度より増加しています。 
３）夜勤回数 
 「3 交替」の平均夜勤日数は 7.85 日（前年度 7.75 日）、「月 9 日以上」の夜勤がある割合は
26.9％です。また、「2 交替」の平均夜勤回数は 4.09 回で、「月 4.5 回以上」は 38.5％となっていま
す。看護師確保法・基本指針に抵触する「月 9日以上（2 交替では月 4.5 回以上）」の夜勤は「3交
替」で 3割弱、「2 交替」で約 4割にものぼっている状態です。 
４）勤務間インターバル 
 「8 時間未満」と極端に短い勤務間隔は前年度より減少傾向であるものの 37.5％と全体の約 4割
弱にも及んでいます。ILO（国際労働機関）の第 157 号勧告の基準を満たさない、勤務間隔「12時
間未満」は 52.4％と昨年度より減少しているものの、変わらず高く、依然として、過酷な労働環境
の中で日勤と夜勤を繰り返しながら勤務している看護職員が非常に多いことがわかります。 
 
２２．．夜夜間間労労働働のの有有害害性性  
 人間の生体リズムに反した夜間労働、特に長時間夜勤については、心身に与える有害性が科学的
にも明らかとなっています。 
１）夜勤交替制労働の健康リスク 
 人間は昼間活動して夜間睡眠をとるようにできていて、眠れる時間帯と眠れない時間帯がありま
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す。昼間の睡眠は質が低下し、疲労の回復が十分にできません。疲労の回復が十分にできません。
身体の疲労だけでなく、昼間の睡眠では情動ストレスの解消機能も低下してしまい、短期的には、
疲労の蓄積、睡眠・感情障害といったリスクがあります。 
 そして、中期的には高血圧、心疾患など循環器系の疾患やホルモンバランスの乱れによる糖尿病
のリスクが高まります。睡眠研究では睡眠時間の不足は爆睡状態となる一方で、心拍数が上がり循
環器系に負担をかけていることが指摘されています。 
 2007 年に WHOの国際がん研究機関は、「交替制勤務はおそらく発がん性がある」と認定しまし
た。夜勤交替制労働者が乳がんになるメカニズムは夜勤中の人工照明の曝露によって夜間時間帯に
分泌される抗酸化作用や抗腫瘍作用のあるメラトニンが抑制され、エストロゲンが分泌されること
によると推測されています。 
２）夜勤交替制労働の安全性への影響 
 夜勤の安全性のリスクをわかりやすく示すために、トラッキング作業（ゆっくり動く点を起動か
ら外れないように追っていく）について、夜間作業と日中にアルコールを飲ませて作業する場合を
比較した研究があります。この研究によると、夜勤帯の作業成績は、日本の酒気帯び運転のアルコ
ール濃度（0.03％＝ビール 1 本飲んだ時の酩酊度）と同じかそれより悪い水準となっています。特
に明け方の成績が低下しており、酒気帯び運転状態で夜勤をしていることになります。 
 
３３．．ままととめめ  
 諸外国では、夜勤は「有害業務」として ILO夜業条約や EU 労働時間指令などに基づいた規制が
行われ、労働者の健康と生活を保護しています。ILO 看護職員条約（149 号条約）は、看護職員が
国民の健康および福祉の保護と向上のために果たす重要な役割を認識し、適切な労働条件などの整
備を図ることを求めています。 
 しかし、実態としては、労働基準法における労働時間の 8 時間を超える長時間勤務となる「2交
替」病棟の割合は調査数の半数以上と上昇している傾向です。 
 日本医労連の実施する「看護職員の入退職に関する実態調査」では、約 6 割の施設で入職者より
退職者が上回り、「患者サービスの低下」、「入院受け入れの制限」、「稼働病床の削減」を強いられ
るなど、医療提供体制にも影響がでてきています。このことから、医療現場での人手不足が働く労
働者の労働負荷を高めていることも推測されます。さらに、2024 年度夜勤実態調査では、約 3割
の施設で夜勤に関するルールがない状態であることが明らかとなりました。医療機関では、夜勤・
交替制勤務は避けられません。よって、長時間に及ぶ夜勤や短すぎる勤務間隔については、その改
善や規制が強く求めていかなければなりません。 
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